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～区民のみなさまの命を守るため～

発災 72時間後 1週間後

超急性期 急性期

超急性期

 

 
 
 

区内の５つの病院近くに「  *¹」を開設し、「各師
会等*²」の協力をいただき、傷病者の重症度判別（トリアージ  *³
軽症者の応急処置を行います。

（地図は裏面参照）
＊１

 

緊急医療救護所
発災による傷病者が病院に殺到して機能がマヒするのを防ぐ役割をもつ。

＊３
 

トリアージ（タグ表示）
赤（Ⅰ）重症 ：生命に関わる危険な状態
黄（Ⅱ）中等症：生命の危険はないが、早期処置が必要な状態
緑（Ⅲ）軽症 ：今すぐの処置は必要ない状態
→重症・中等症の方は病院内へ搬送

発災～72時間

＊２

 

各師会等
北区医師会、北区薬剤師会、北歯科医師会、滝野川歯科医師会

 

柔道整復師会北支部、北区訪問看護ステーション連絡協議会等

❶ 東京北医療センター
❷ 赤羽中央総合病院
❸ 明理会中央総合病院
❹ 王子生協病院
❺ 花と森の東京病院

（北区赤羽台4-17-56）
（北区志茂1-19-14）
（北区東十条3-2-11）
（北区豊島3-4-15）
（北区西ケ原2-3-6）

緊急医療救護所 

大規模災害時の北区の医療体制大規模災害時の北区の医療体制
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急性期
区内の７か所の小・中学校に「医療救護所」を開設し、地域医療

が復旧するまでの間、軽症者への対応 、避難所での健康相談を行います。

●緊急医療救護所：５か所
医療救護所 ：７か所

東京北医療
センター

赤羽中央総合病院

明理会中央総合病院

王子生協病院

花と森の東京病院

【問い合わせ】
北区保健所
生活衛生課 生活衛生係
TEL： 03-3919-0431

西浮間小学校

赤羽岩淵中学校

桐ケ丘中学校

明桜中学校

十条富士見中学校 滝野川第五小学校

飛鳥
中学校

❶ 西浮間小学校
❷ 赤羽岩淵中学校
❸ 桐ケ丘中学校
❹ 明桜中学校
❺ 十条富士見中学校
❻ 滝野川第五小学校
❼ 飛鳥中学校

（北区浮間2-7-1）
（北区赤羽2-6-18）
（北区桐ケ丘2-6-11）
（北区王子6-3-23）
（北区十条台1-9-33）　
（北区昭和町3-3-12）
（北区西ケ原3-5-12）

発災後72時間～1週間
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